
令和元年９月２０日 

こども未来部保育課 

 

江東区保育費用徴収条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

子ども・子育て支援法の改正による幼児教育・保育の無償化及び東京都多子世帯

負担軽減事業の実施に伴い、江東区保育費用徴収条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

（１）幼児教育・保育の無償化 

３歳児から５歳児の児童及び住民税非課税世帯の０歳児から２歳児の保育所保

育料を無償化する。 

現  行 

３歳児から５歳児：０円から２７，７００円 

住民税非課税世帯の０歳児から２歳児：１，２００円 

(第２子保育料及びひとり親等世帯はすでに０円) 

改 正 案 

３歳児から５歳児：０円 

住民税非課税世帯の０歳児から２歳児：０円 

 

（２）東京都多子世帯負担軽減事業 

  都独自に、国制度に上乗せする形で、保育料の多子カウントにおける年齢制限

を撤廃し、多子世帯への負担軽減を図る。 

現  行 

住民税所得割額 57,700 円未満の多子世帯のみ、年齢や同居・別居

を問わず、生計を一にするこども等を算定【国制度】 

（国制度の対象世帯以外は就学前のこどものみカウント） 

改 正 案 

所得に関係なく、すべての世帯で、年齢や同居・別居を問わず、

生計を一にするこども等を算定 

 

３ 施行期日 

令和元年１０月１日から施行する。 

 

４ 新旧対照表 

２ページ以降を参照 
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江東区保育費用徴収条例 新旧対照表 現行 改正案 第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） （保育料及び延長保育料の額） （保育料及び延長保育料の額） 第３条 一般保育料又は措置保育料（以下これらを「保育料」という。）の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 第３条 一般保育料又は措置保育料（以下これらを「保育料」という。）の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 （加える）  (1) 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「政令」という。）第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもの保護者 ０円  (1) 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「府令」という。）第４条第１項の規定により、保育の利用について、１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の区分の保育必要量の認定を受けた児童の保護者 別表第１に定める額 
 (2) 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「府令」という。）第４条第１項の規定により、保育の利用について、１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の区分の保育必要量の認定を受けた政令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子どもの保護者 別表第１に定める額  (2) 府令第４条第１項の規定により、保育の利用について、１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区分の保育必要量の認定を受けた児童の保護者 別表第２に定める額  (3) 府令第４条第１項の規定により、保育の利用について、１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区分の保育必要量の認定を受けた政令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子どもの保護者 別表第２に定める額 ２ 前項第１号に規定する児童の保護者が月を単位とする延長保育を利用する場合における当該児童に係る延長保育料の額は、別表第３に定める額とする。 ２ 前項第１号及び第２号に規定する児童の保護者が月を単位とする延長保育を利用する場合における当該児童に係る延長保育料の額は、別表第３に定める額とする。 ３ （略） ３ （略） ４ 生計を同じくする世帯（別表第１又は別表第２に規定するＡ階層に属する世帯を除く。）の児童が２人以上保育所において保育されている場合については、保育料の額が最も低い児童（当該児童が２人以上の場合は、そのうちの１人とする。以下同じ。）の次に保育料の額が低い児童（当該児童が２人以上の場合は、そのうちの１人とする。以下同じ。）に係る保育料の額は、別表第１又は別表第２に定める額に別表第４に定める割合を乗じて得た額（別表第１又は別表第２に規定するＢ階層に属する世帯については、免除）とし、保育料の額が最も低い児童及びその次に保育料の額が低い児童以外の児童に係る保育料は、免除する。 

（削る）  
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５ 前項の規定にかかわらず、保護者に係る特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第１４条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。以下単に「特定被監護者等」という。）が２人以上いる場合であって、児童の属する世帯の住民税所得割（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に規定する所得割をいう。次項において同じ。）の額が５７，７００円未満であるときについては、第１号に掲げる児童に係る保育料の額は別表第１又は別表第２に定める額に別表第４に定める割合を乗じて得た額（別表第１又は別表第２に規定するＢ階層に属する世帯については、免除）とし、第２号に掲げる児童に係る保育料は免除する。 

４ 保護者に係る特定被監護者等（政令第１４条に規定する特定被監護者等をいう。以下単に「特定被監護者等」という。）が２人以上いる場合は、第１号に掲げる児童に係る保育料の額は別表第１又は別表第２に定める額に別表第４に定める割合を乗じて得た額とし、第２号に掲げる児童に係る保育料は免除する。 
 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） ６ 前２項の規定にかかわらず、児童の属する世帯（別表第１及び別表第２に規定するＡ階層及びＢ階層に属する世帯を除く。）が次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該世帯の住民税所得割の額が７７，１０１円未満であるときについては、全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合にあっては最年長児童に係る保育料の額は別表第１又は別表第２に定める額に別表第４に定める割合を乗じて得た額とするとともに当該児童以外の児童に係る保育料は免除し、特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいる場合にあっては小学校就学前子どもである児童に係る保育料は免除する。 

５ 前項の規定にかかわらず、児童の属する世帯（別表第１及び別表第２に規定するＡ階層及びＢ階層に属する世帯を除く。）が次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該世帯の住民税所得割（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に規定する所得割をいう。）の額が７７，１０１円未満であるときについては、全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合にあっては最年長児童に係る保育料の額は別表第１又は別表第２に定める額に別表第４に定める割合を乗じて得た額とするとともに当該児童以外の児童に係る保育料は免除し、特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいる場合にあっては小学校就学前子どもである児童に係る保育料は免除する。  (1)・(2) (略)  (1)・(2) (略) ７ （略） ６ （略） 第４条～第７条 （略） 第４条～第７条 （略） 別表第１（第３条関係） （別紙１のとおり） 別表第１（第３条関係） （別紙２のとおり） 別表第２（第３条関係） （別紙３のとおり） 別表第２（第３条関係） （別紙４のとおり） 別表第３・別表第４ （略） 別表第３・別表第４ （略）     附 則   この条例は、令和元年１０月１日から施行する。    
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別表第１（第３条関係） 児童の属する世帯の階層区分 徴収月額(児童単位) 階層区分 定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児 A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む｡) 0円 0円 0円B A階層の世帯を除く住民税非課税世帯 
ひとり親等の世帯 0円 0円 0円ひとり親等の世帯以外の世帯 

1,200円 1,200円 1,200円C1 A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯 3,100円 2,500円 2,500円C2 A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 

7,000円未満 3,600円 3,200円 3,200円C3 7,000円以上48,600円未満 4,300円 3,900円 3,800円D1 48,600円以上52,500円未満 7,900円 6,800円 6,800円D2 52,500円以上55,000円未満 9,700円 8,500円 8,400円D3 55,000円以上60,000円未満 10,900円 10,800円 10,700円D4 60,000円以上75,000円未満 18,000円 12,700円 12,600円D5 75,000円以上97,000円未満 22,300円 14,800円 14,700円D6 97,000円以上115,000円未満 25,100円 16,700円 16,600円D7 115,000円以上130,000円未満 27,600円 18,400円 18,300円D8 130,000円以上150,000円未満 29,800円 19,800円 19,700円D9 150,000円以上169,000円未満 32,100円 21,200円 21,000円D10 169,000円以上185,000円未満 34,100円 22,800円 21,000円D11 185,000円以上200,000円未満 36,200円 24,200円 21,000円D12 200,000円以上215,000円未満 38,000円 25,200円 21,000円D13 215,000円以上230,000円未満 40,000円 26,400円 21,000円D14 230,000円以上245,000円未満 41,700円 26,400円 21,000円D15 245,000円以上260,000円未満 43,500円 26,400円 21,000円D16 260,000円以上280,000円未満 45,000円 26,400円 21,000円D17 280,000円以上301,000円未満 46,800円 26,400円 21,000円D18 301,000円以上340,000円未満 50,700円 26,400円 21,000円D19 340,000円以上397,000円未満 57,200円 26,400円 21,000円D20 397,000円以上460,000円未満 62,800円 26,400円 21,000円D21 460,000円以上510,000円未満 67,200円 26,400円 21,000円D22 510,000円以上560,000円未満 70,500円 27,700円 22,000円D23 560,000円以上610,000円未満 74,000円 27,700円 22,000円D24 610,000円以上 77,700円 27,700円 22,000円備考 １ この表における年齢は、保育所における保育を行った日の属する年度の初日の前日における児童の満年齢による。 ２ この表においてひとり親等の世帯とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。    (1) 母子世帯等（母子及び父子並びに寡婦福祉法第１７条及び第３１条の７に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。）    (2) 在宅障害児（者）のいる世帯（次のアからオまでのいずれかに該当する者を有する世帯をいう。） ア 身体障害者福祉法第１５条第４項に規定する身体障害者手帳を交付されている者 イ 東京都が知的障害者に発行する手帳（東京都愛の手帳交付要綱に規定する愛の手帳をいう。）4

別紙１

標準時間保育料（改正前）標準時間保育料（改正前）標準時間保育料（改正前）標準時間保育料（改正前）



又は道府県が知的障害者に発行する手帳（療育手帳制度要綱に規定する療育手帳をいう。）を交付されている者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童 オ 国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者 ３ この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）をいう。 ４ この表において住民税均等割とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第２号に規定する所得割をいう。 ５ この表における住民税所得割の税額を算出するための計算方法は、規則で定める。 ６ この表において保育料を算出する場合における住民税は、４月分から８月分までの保育料にあっては前年度分、９月分から翌年３月分までの保育料にあっては当該年度分とする。 ７ この表の規定にかかわらず、児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により、里親に委託されている児童に係る保育料は、免除する。 
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別表第１（第３条関係） 満三歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 階層区分 定義 Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単給世帯を含む。） 

０円 Ｂ Ａ階層の世帯を除く住民税非課税世帯 ０円 Ｃ１ Ａ階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯 ３，１００円 Ｃ２ Ａ階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 

７，０００円未満 ３，６００円 Ｃ３ ７，０００円以上４８，６００円未満 ４，３００円 Ｄ１ ４８，６００円以上５２，５００円未満 ７，９００円 Ｄ２ ５２，５００円以上５５，０００円未満 ９，７００円 Ｄ３ ５５，０００円以上６０，０００円未満 １０，９００円 Ｄ４ ６０，０００円以上７５，０００円未満 １８，０００円 Ｄ５ ７５，０００円以上９７，０００円未満 ２２，３００円 Ｄ６ ９７，０００円以上１１５，０００円未満 ２５，１００円 Ｄ７ １１５，０００円以上１３０，０００円未満 ２７，６００円 Ｄ８ １３０，０００円以上１５０，０００円未満 ２９，８００円 Ｄ９ １５０，０００円以上１６９，０００円未満 ３２，１００円 Ｄ１０ １６９，０００円以上１８５，０００円未満 ３４，１００円 Ｄ１１ １８５，０００円以上２００，０００円未満 ３６，２００円 Ｄ１２ ２００，０００円以上２１５，０００円未満 ３８，０００円 Ｄ１３ ２１５，０００円以上２３０，０００円未満 ４０，０００円 Ｄ１４ ２３０，０００円以上２４５，０００円未満 ４１，７００円 Ｄ１５ ２４５，０００円以上２６０，０００円未満 ４３，５００円 Ｄ１６ ２６０，０００円以上２８０，０００円未満 ４５，０００円 Ｄ１７ ２８０，０００円以上３０１，０００円未満 ４６，８００円 Ｄ１８ ３０１，０００円以上３４０，０００円未満 ５０，７００円 Ｄ１９ ３４０，０００円以上３９７，０００円未満 ５７，２００円 Ｄ２０ ３９７，０００円以上４６０，０００円未満 ６２，８００円 Ｄ２１ ４６０，０００円以上５１０，０００円未満 ６７，２００円 Ｄ２２ ５１０，０００円以上５６０，０００円未満 ７０，５００円 Ｄ２３ ５６０，０００円以上６１０，０００円未満 ７４，０００円 Ｄ２４ ６１０，０００円以上 ７７，７００円 備考 １ この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）をいう。 ２ この表において住民税均等割とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第２号に規定する所得割をいう。 ３ この表における住民税所得割の税額を算出するための計算方法は、規則で定める。 ４ この表において保育料を算出する場合における住民税は、４月分から８月分までの保育料にあっては前年度分、９月分から翌年３月分までの保育料にあっては当該年度分とする。 ５ この表の規定にかかわらず、児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により、里親に委託されている児童に係る保育料は、免除する。 
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別表第２（第３条関係） 児童の属する世帯の階層区分 徴収月額(児童単位) 階層区分 定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児 A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) 0円 0円 0円B A階層の世帯を除く住民税非課税世帯 

ひとり親等の世帯 0円 0円 0円ひとり親等の世帯以外の世帯 

1,200円 1,200円 1,200円C1 A階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯 3,000円 2,400円 2,400円C2 A階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 

7,000円未満 3,500円 3,100円 3,100円C3 7,000円以上48,600円未満 4,200円 3,800円 3,700円D1 48,600円以上52,500円未満 7,700円 6,600円 6,600円D2 52,500円以上55,000円未満 9,500円 8,300円 8,200円D3 55,000円以上60,000円未満 10,700円 10,600円 10,500円D4 60,000円以上75,000円未満 17,600円 12,400円 12,300円D5 75,000円以上97,000円未満 21,900円 14,500円 14,400円D6 97,000円以上115,000円未満 24,600円 16,400円 16,300円D7 115,000円以上130,000円未満 27,100円 18,000円 17,900円D8 130,000円以上150,000円未満 29,200円 19,400円 19,300円D9 150,000円以上169,000円未満 31,500円 20,800円 20,600円D10 169,000円以上185,000円未満 33,500円 22,400円 20,600円D11 185,000円以上200,000円未満 35,500円 23,700円 20,600円D12 200,000円以上215,000円未満 37,300円 24,700円 20,600円D13 215,000円以上230,000円未満 39,300円 25,900円 20,600円D14 230,000円以上245,000円未満 40,900円 25,900円 20,600円D15 245,000円以上260,000円未満 42,700円 25,900円 20,600円D16 260,000円以上280,000円未満 44,200円 25,900円 20,600円D17 280,000円以上301,000円未満 46,000円 25,900円 20,600円D18 301,000円以上340,000円未満 49,800円 25,900円 20,600円D19 340,000円以上397,000円未満 56,200円 25,900円 20,600円D20 397,000円以上460,000円未満 61,700円 25,900円 20,600円D21 460,000円以上510,000円未満 66,000円 25,900円 20,600円D22 510,000円以上560,000円未満 69,300円 27,200円 21,600円D23 560,000円以上610,000円未満 72,700円 27,200円 21,600円D24 610,000円以上 76,300円 27,200円 21,600円備考 1 この表における年齢は、保育所における保育を行った日の属する年度の初日の前日における児童の満年齢による。 2 この表においてひとり親等の世帯とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。 (1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。) (2) 在宅障害児(者)のいる世帯(次のアからオまでのいずれかに該当する者を有する世帯をいう。) ア 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳を交付されている者 イ 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱に規定する愛の手帳をいう。)又は道府県が知的障害者に発行する手帳(療育手帳制度要綱に規定する療育手帳をいう。)を交付さ7
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れている者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を交付されている者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童 オ 国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者 3 この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。 4 この表において住民税均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。 5 この表における住民税所得割の税額を算出するための計算方法は、規則で定める。 6 この表において保育料を算出する場合における住民税は、4月分から8月分までの保育料にあっては前年度分、9月分から翌年3月分までの保育料にあっては当該年度分とする。 7 この表の規定にかかわらず、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、里親に委託されている児童に係る保育料は、免除する。 
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別表第２（第３条関係） 満三歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 徴収月額（児童単位） 階層区分 定義 Ａ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） ０円 Ｂ Ａ階層の世帯を除く住民税非課税世帯 ０円 Ｃ１ Ａ階層の世帯を除く住民税均等割のみ課税世帯 ３，０００円 Ｃ２ Ａ階層の世帯を除く住民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 

７，０００円未満 ３，５００円 Ｃ３ ７，０００円以上４８，６００円未満 ４，２００円 Ｄ１ ４８，６００円以上５２，５００円未満 ７，７００円 Ｄ２ ５２，５００円以上５５，０００円未満 ９，５００円 Ｄ３ ５５，０００円以上６０，０００円未満 １０，７００円 Ｄ４ ６０，０００円以上７５，０００円未満 １７，６００円 Ｄ５ ７５，０００円以上９７，０００円未満 ２１，９００円 Ｄ６ ９７，０００円以上１１５，０００円未満 ２４，６００円 Ｄ７ １１５，０００円以上１３０，０００円未満 ２７，１００円 Ｄ８ １３０，０００円以上１５０，０００円未満 ２９，２００円 Ｄ９ １５０，０００円以上１６９，０００円未満 ３１，５００円 Ｄ１０ １６９，０００円以上１８５，０００円未満 ３３，５００円 Ｄ１１ １８５，０００円以上２００，０００円未満 ３５，５００円 Ｄ１２ ２００，０００円以上２１５，０００円未満 ３７，３００円 Ｄ１３ ２１５，０００円以上２３０，０００円未満 ３９，３００円 Ｄ１４ ２３０，０００円以上２４５，０００円未満 ４０，９００円 Ｄ１５ ２４５，０００円以上２６０，０００円未満 ４２，７００円 Ｄ１６ ２６０，０００円以上２８０，０００円未満 ４４，２００円 Ｄ１７ ２８０，０００円以上３０１，０００円未満 ４６，０００円 Ｄ１８ ３０１，０００円以上３４０，０００円未満 ４９，８００円 Ｄ１９ ３４０，０００円以上３９７，０００円未満 ５６，２００円 Ｄ２０ ３９７，０００円以上４６０，０００円未満 ６１，７００円 Ｄ２１ ４６０，０００円以上５１０，０００円未満 ６６，０００円 Ｄ２２ ５１０，０００円以上５６０，０００円未満 ６９，３００円 Ｄ２３ ５６０，０００円以上６１０，０００円未満 ７２，７００円 Ｄ２４ ６１０，０００円以上 ７６，３００円 備考 １ この表において住民税とは、地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）をいう。 ２ この表において住民税均等割とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいい、住民税所得割とは、同項第２号に規定する所得割をいう。 ３ この表における住民税所得割の税額を算出するための計算方法は、規則で定める。 ４ この表において保育料を算出する場合における住民税は、４月分から８月分までの保育料にあっては前年度分、９月分から翌年３月分までの保育料にあっては当該年度分とする。 ５ この表の規定にかかわらず、児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により、里親に委託されている児童に係る保育料は、免除する。 
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